各国のLGBIT関連法律と権利範囲（資料１）

●婚姻、◎パートナーシップ法、○その他（判例、検討中など）　数字は原則として法案成立年

【ヨーロッパ】
◎デンマーク（1989）　登録パートナーシップ（Registered Partnership）　世界で初めて登録パートナーシップ法が成立、養子縁組はできない
◎ノルウェー（1993）　登録パートナーシップ（Registered Partnership）
◎スウェーデン（1994）　登録パートナーシップ（Registered Partnership）
◎グリーンランド（1996）　デンマークの登録パートナーシップ法が施行

◎アイスランド（1996）　登録パートナーシップ（Registered Partnership）　同性カップルのみ利用可能。婚姻関係にあるカップルに認められているのと同等の権利・義務が付与されている。海外からの養子縁組不可。

○ハンガリー（1996）　非登録の同棲制度（Unregistered Cohabitation） 異性同士も利用可能。制度を利用したいカップルは、地方自治体役の社会局に届出が必要。ハンガリー政府は民法改正に伴い、2007年より非登録の同棲制度を利用しているカップルに対し、現行法で認められている権利の拡大を検討。新制度については現在法案作成中のため、法案は未公開。

◎フランス（1999）　民事連帯契約法（Civil Solidarity Pact Act(PACS)）　登録の同棲制度、異性同士も利用可能、養子縁組ができない、相続権がない等、婚姻より権利が限定されている

◎ドイツ（2000）　ライフパートナーシップ法（Life Partnerships Act）　同性同士のみ

●オランダ（2001）　婚姻　世界で初めての異性同士とまったく同じ婚姻制度、海外養子縁組も可能

◎フィンランド（2001）　登録パートナーシップ（Registered Partnership）

○ポルトガル（2001）　非登録の同棲制度（Unregistered Partnership）　同制度を利用する、2年以上の交際関係にある事実上の異性愛カップルと同様の権利が同性愛カップルに付与される。婚姻関係にある異性愛カップルに付与される権利の大部分が認められていない。

○リヒテンシュタイン（2002）　法案留保状態　2001年12月、地方自治体と地方政党により同性パートナーシップ法（Same-Sex Partnership Law）草案が作成され、議会が審議。2003年により5票差で否決されて以来、進展は見られていない。

●ベルギー（2003）　婚姻　異性同士と同様の婚姻制度（親権、養子縁組の規定に違いがある）。2005年12月、下院議会が同性愛者カップルに養子縁組権を認める法案可決。

○オーストリア（2003）　非登録の同棲制度（Unregistered Cohabitation）　同棲している同性パートナーに婚姻関係がない同棲中異性パートナーと同様の権利（判例）

◎クロアチア（2003）　非登録の同棲制度（Unregistered Cohabitation）　3年以上の交際関係にある同性愛カップルに対し、未婚同棲中の異性カップルに認められる相続権、経済的支援に関する権利などが付与される。同性愛カップルのための同制度を規定する法律制定と同時に、性的指向に基づく差別を違法とする法律も制定された。

○クロアチア（2003）　非登録の同棲制度（Unregistered Cohabitation）　3年以上の同性パートナーに婚姻関係がない同棲している異性パートナーと同様の権利

◎ルクセンブルク（2004）　登録パートナーシップ（Registered Partnership）　異性愛カップルも利用可

◎イギリス（2004）　登録パートナーシップ（Registered Partnership）としてシビル・パートナーシップ法が成立（施行は翌2005年）、追って養子縁組も可能になった

◎イタリア（2004）　以下の8地域で2004年にフランスのPACSと同様の制度導入。タスカニー、ウンブリア、エミリア・ロマーニャ、カンパーニア、マルシェ、ヴェネト、プーリア、ラツィオ

●スペイン（2005）　婚姻

◎アンドラ（2005）　登録の同棲制度（Registered Cohabitation）異性同士も利用可能

◎スロベニア（2005）　登録同性パートナーシップ（Registered Same-Sex Partnership）

◎スイス（2005、2007年施行予定）　登録パートナーシップ（Registered Partnership）　同性同士のみ、養子縁組不可。

○チェコ共和国（2006）　同性パートナーシップ法を審議中（上院議会が可決、クラウス大統領が法案への署名拒否の見通し）

○アイルランド（2006）　国会で超党派委員会がパートナーシップ制度の合法化を提案中

【北米】
●カナダ（2005）　婚姻　カナダ国籍でなくても、カナダ国内で有効な婚姻が可能

●アメリカ　マサチューセッツ州　2004年州最高裁が、同性結婚を認めないのは州憲法違反であるとして、180日以内の実現を支持し、2005年から同性結婚の登録が始まった

◎アメリカ　ハワイ州（1998）バーモント州（2000）、カリフォルニア州（2003）、ニュージャージー州（2003）　ドメスティック・パートナー法　結婚に含まれる権利・義務の一部を付与、メーン州（2004）、コネチカット州（2005）　シビル・ユニオン法　結婚とほぼ同等の権利・義務を付与

※2004年の大統領選挙と同時に行われた住民投票で、11州で同性結婚を禁止する州憲法修正提案が承認された（アーカンソー州、ジョージア州、ケンタッキー州、ミシガン州、ミシシッピ州、モンタナ州、ノースダコタ州、オハイオ州、オレゴン州、オクラホマ州、ユタ州）

※今月共和党ビル・フリスト上院院内総務は、今年6月にも、同性結婚禁止を定めた連邦憲法修正案の審議を議会で行いたい考えを明らかにした。

【南米】
◎アルゼンチン　ブエノス・アイレス、リオ・ネグロ（2003）　2年以上の交際関係にある同性カップルに対し、個人間の契約という形で各自治州がシビル・ユニオン制度に基づく登録を認める。

◎ブラジル　リオ・グランジ・ド・スル州（2004）　登録パートナーシップ（Registered Partnership）

【太平洋】
◎オーストラリア　タスマニア州（2003）　登録パートナーシップ（Registered Partnership）、ACT準州（2005年、施行予定は2006年）　ニュージーランドのシビル・ユニオン法が基盤となった

◎ニュージーランド（2004）　登録パートナーシップとしてのシビル・ユニオン法

【アフリカ】
○南アフリカ共和国（2005）　最高裁判所が、同性カップルに結婚の権利を与えないのは違憲であるという判断を下し、議会に対し、12ヶ月以内に婚姻法改正を命じた。期限内に議会が改正を成し得ない場合、自動的に最高裁主導で法律改正が行われる。

【中東】
◎イスラエル（1994）　非登録の同棲制度（Unregistered Cohabitation）　制定から1996年までに配偶者控除、1998年以降寡婦・寡夫控除、2000年までに年金に関する権利、2001年までにパートナーが生物学上の親である場合に限りその子を養子縁組する権利が認められるようになった。裁判所は、同性愛カップルに更なる権利を認める判決を下す傾向にあり、政府は、異性愛カップルに認められる権利の全てを同性愛カップルにも認める方向で検討を進めている。同国内務省は、国外（カナダなど）で承認された同性カップルの婚姻関係については認めない方針。
※ゲイジャパンニュースに掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はゲイジャパンニュースまたはその情報提供者に属します。
